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法律相談【要予約】予約専用電話　蕁23・4400
　木曜日・第2火曜日　市役所1階市民相談室
　※前日（前日が祝日の場合は前々日）の午前9時から電
話で予約受付。先着8人。相談時間は20分以内。なお、
時間の指定はできません。
一般相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室
交通事故相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室
行政相談　蕁33・1131
　10月20日貉　午後1時～3時　北公民館大会議室
　10月26日貂　午後1時～3時　市役所1階市民相談室
司法書士相談　蕁33・1131
　第1金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
土地家屋調査士相談　蕁33・1131
　第3金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
不動産相談　蕁33・1131
　第2・4金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
税務相談　蕁33・1131
　第3月曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室

特設人権相談　蕁33・1131
　第2・3・4水曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
消費生活相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午後1時～4時
　市役所1階消費生活相談コーナー
人権相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　市役所1階人権啓発課相談室
家庭児童相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前9時30分～午後4時
　市役所1階児童福祉課
母子寡婦相談　蕁33・1131
　月・木曜日　午前9時～午後5時
　市役所1階児童福祉課
高齢者総合相談　蕁21・0294
　月～金曜日　午前9時～午後5時15分
　高齢者保健・福祉支援センター（ベルセンター）
心配ごと相談　蕁21・9871
　火曜日　午後1時30分～3時30分
　総合福祉センター
教育・幼児教育相談　蕁31・4460
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　教育支援センター
　心の相談ホットライン（蕁26・0005）

医療相談　蕁32・5622
　月～金曜日　午前9時～午後4時
　市立病院
防火相談　蕁21・0119
　毎日　午前9時～午後5時
　消防本部
労働相談　蕁23・8689
　火～日曜日　午前9時～午後5時
　労働政策課（勤労青少年ホーム内）
就労相談【要予約】　蕁23・8689
　火～金曜日　午前9時～午後5時
　労働政策課（勤労青少年ホーム内）
住宅相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時
　市役所2階建築住宅課
福祉なんでも相談（出張窓口）蕁33・1131
■日時・場所
　第2金曜日 午後1時～午後3時　南公民館
　第3金曜日 午後1時～午後3時　にんじんサロン
（市民会館内）
　第4金曜日 午後1時～午後3時　北公民館
女性相談（面談は要予約）
　にんじんサロン 蕁21・6500
　火～金曜日　午前10時～午後5時
　人権啓発課 蕁33・9208
　月～金曜日　午前9時～午後5時

　　　携帯サイトのQRコード：なお閲覧には、通信料が必要です。→

この広報紙は、再生紙を使用しています。また広報紙が届かない世帯の人は、秘書広報課へお問い合わせください。
本市の情報は、インターネットや携帯サイトからもご覧になれます。
PC　http://www.city.izumiotsu.osaka.jp/　　　　携帯　http://www.city.izumiotsu.osaka.jp/m/

弥生包含層

第4層　弥生後期から古墳前期包含層

第3層　　　　　　中世以前の耕作土

第2層　　　　　　中世以後の耕作土
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おおつ物語「池上曽根遺跡とその時代」⑶
池上曽根遺跡の土は遺構の集まり？

国史跡池上曽根遺跡の発掘調査で、地面の土を掘り
下げていくと、かつての水田の耕作土、中世以降の耕
作土、それ以前の耕作土、古墳時代から弥生時代後期
の土器などの遺物を含む土、さらに古い弥生時代の土
器を含む土と下層にいくほど時代の古い土が、ほぼ水
平に堆積しています。それぞれの土は、その色や質に
違いがありますが、弥生時代の土器を含む土は、一目
見ただけでは、黒色の土が一定の厚みをもって堆積し
ているに過ぎません。しかし、少し時間が経過し、土
が空気に触れて酸化すると、これら粘りの強い黒色系
の土は、柱穴や溝など数多くの遺構の集まりであるこ
とが徐々にわかってきます。
このような状況は、史跡整備に伴う発掘調査で明ら

かになりました。それまで、土器を含む土層として認
識されていた黒色土が、おびただしい数の遺構の集合
体により形成されていると判明したのです。発掘調査
では遺構を平面で検出すると、それを掘って遺構が作
られたときの状態を確認しますが、この場合、あまり
に数が多く、加えて複雑に絡み合っているためひとつ
ずつ掘りあげるは極めて困難です。遺構は生活の痕跡
ですが、このように過密な遺構の集合体が形成された
一因として、人口密度が高く、同じ場所に集中して生
活が営まれていたことがあげられます。

次回は「池上曽根遺跡とその時代」⑷をお伝えします。

池上曽根遺跡の標準的な土層（和泉市教育委員会提供）


